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平成 25年５月 24日 

  各   位 

会 社 名   戸田工業株式会社 

代表者名   代表取締役社長 久保田 正 

                          （コード番号   ４１００  東証第 1部） 

問合せ先   常務取締役  横馬場 清美 

                                                 （ＴＥＬ．   ０８２７－５７－００６５） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25年５月 24日開催の取締役会において、平成 25年６月27日開催予定の第 80期定時株主

総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

（１）取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締

役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第 20 条（任期）につき所要の変更を行うものであ

ります。 

（２）取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮することができるよう、また社内外を問わず広く適

任者を得られるよう、社外取締役及び社外監査役の責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を

新設するものであります。（変更案 定款第 25条第２項及び第 35条第２項）  

なお、社外取締役の責任限定契約の規定（変更案 定款第25条第２項）の新設につきましては、監査

役全員の同意を得ております。 

（３）機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能と

なるよう変更案 第 42条及び第 43条のとおり定款規定を新設し、併せて新設規定と重複する現行定款

（第６条、第 43条及び第 44条）の規定を削除するものであります。 

（４）上記条文の削除に伴い、条数の繰り上げを行うものであります。 

  

２．定款変更の内容 

  変更内容は、別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成 25年６月 27日（木曜日） 

定款変更の効力発生日 平成 25年６月 27日（木曜日） 

 

以上 
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 (下線は変更部分を示します｡) 

現 行 定 款 変 更 案 

（自己の株式の取得） 

第６条 当会社は、会社法第165条第２項の規定により取締役

会の決議をもって自己の株式を買受けることができ

る。 

  

第７条～第19条（条文省略） 

 

（任期）  

第 20 条 取締役の任期は選任後２年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

までとする。 

２．補欠または増員として選任された取締役の任期は現任

取締役の残任期間と同一とする。  

 

第 21条～第25条（条文省略）  

  

（取締役の責任免除）  

第 26 条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定により、取

締役会の決議をもって、同法第 423 条第１項の取締

役（取締役であった者を含む。）の責任を法令の定め

る限度において免除することができる。 

（新設） 

  

  

  

  

  

 

第 27条～第35条（条文省略） 

  

（監査役の責任免除） 

第 36 条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定により、取

締役会の決議をもって、同法第 423条第１項の監査

役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の定め

る限度において免除することができる。 

（新設） 

  

（削除） 

  

  

  

  

第６条～第18条（現行通り） 

 

（任期）  

第 19 条 取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

までとする。 

（削除） 

  

   

第 20条～第24条（現行通り） 

  

（取締役の責任免除）  

第 25 条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定により、取

締役会の決議をもって、同法第 423 条第１項の取締

役（取締役であった者を含む。）の責任を法令の定め

る限度において免除することができる。 

２．当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第

１項の損害賠償責任について、法令の定めに従い、

損害賠償責任を限定する契約を締結することができ

る。但し、当該契約に基づいて限定できる責任の限

度は、同法第 425 条第１項に定める最低責任限度額

までとする。 

 

第 26条～第34条（現行通り） 

  

（監査役の責任免除） 

第 35 条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定により、取

締役会の決議をもって、同法第 423 条第１項の監査

役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の定め

る限度において免除することができる。 

２．当会社は、社外監査役との間で、会社法第 423条第

１項の損害賠償責任について、法令の定めに従い、

別 紙 
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第 37条～第42条（条文省略） 

  

（新設） 

  

 

 

 

（新設） 

  

  

  

  

  

  

  

  

（剰余金の配当） 

第 43条 剰余金の配当は、毎年３月31日の最終の株主名簿に

記録された株主または登録株式質権者に対して行

う。 

  

（中間配当） 

第 44条 当会社は、取締役会の決議により、毎年９月30日の

最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質

権者に対し､中間配当（会社法第 454条第５項の規定

による金銭の分配をいう。以下同じ。）を行うことが

できる。 

   

第 45条（条文省略） 

 

損害賠償責任を限定する契約を締結することがで

きる。但し、当該契約に基づいて限定できる責任の

限度は、同法第425条第１項に定める最低責任限度

額までとする。 

  

第 36条～第41条（現行通り） 

   

（剰余金の配当等に関する決定機関） 

第 42 条 当会社は、会社法第 459 条第１項各号に掲げる事項

について、法令に別段の定めがある場合を除き、取

締役会の決議によって定めることができる｡ 

   

（剰余金の配当） 

第43条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31日とする。 

２．当会社の中間配当の基準日は､毎年９月 30 日とす

る。 

３．前二項のほか、当会社は基準日を定めて剰余金の配

当をすることができる。 

４．剰余金の配当は、基準日の最終の株主名簿に記録さ

れた株主または登録株式質権者に対して行う。 

   

（削除） 

  

   

   

 

（削除） 

  

  

  

   

  

 

第 44条（現行通り） 

 

 


